
令和5年度　第2回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会
期日：令和５年１２月２０日（水）
15時～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：佐賀市役所２階　庁議室
１　開会
２　会長あいさつ
３　副市長あいさつ
４　協議事項
Ⅰ　令和６年度佐賀市国民健康保険税率について
Ⅱ　令和６年度国保財政の主な動きについて
Ⅲ　今後のスケジュール
５　閉会

1.開会
【司会者】
これより令和5年度第2回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会を開催いたします。

2.会長あいさつ

3.副市長あいさつ

４.協議事項
Ⅰ　令和6年度佐賀市国民健康保険税率について
Ⅱ　令和6年度国保財政の主な動きについて

【司会者】
　それでは協議事項に入ります。本協議会の議長は佐賀市国民健康保険条例施行規則第２条第2項の規定に基づき、会長が行うこととなっておりますので、会長、よろしくお願いいたします。
【会長】
それでは私のほうで進めさせていただきます。本日、協議事項が2件ございます。関連がありますので一括して事務局のほうから説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。
【事務局】
それでは協議事項のⅠとⅡにつきまして、順次、御説明をさせていただきます。なお、資料につきましては、御手元の資料及び前方のスクリーンにも表示をしていますので、ご覧ください。それではまず、令和6年度佐賀市国民健康保険税率について説明します。資料の2ページには、国保財政の仕組みを掲載しているところです。国保財政につきましては、平成30年度から、財政の仕組みが変わり、県内広域化という形になりまして、佐賀県も財政運営に主体的に関わることとなりました。まず、佐賀県が県内全体の医療給付費等の見込みを立てます。この図で申しますと、1番上の、佐賀県、と書かれたところの青い歳出のところになります。これが県内の医療給付費でございます。そこに下のグレーの部分ですけれども、国・県の公費を財源充当しまして、残りの緑の部分が、各市町からの納付金ということになります。そして、被保険者数や所得水準、医療費水準等を反映しまして、市町ごとに納付金の額が割当てられることとなります。さらに緑の矢印の右側になりますが、市町がその納付金を賄うために必要となる標準保険税率を県のほうで示します。各市町につきましては示された標準税率を参考にしまして、実際に被保険者に賦課する保険税額や税率を決定するという流れになっています。これが財政の仕組みです。続いて3ページに、今回、県のほうから示された標準税率を掲載しています。まず、市町から県への納付金の額ですが、県内全体で、令和5年に比べまして、約25億円の増となっています。そのうち、佐賀市分については、6.5億円ほど増となっています。右側の表に記載のとおり、令和6年度の納付金の県全体の額が、274.3億円。佐賀市は75.7億円となっています。この増額となった要因ですが、歳出の面では、県全体の令和6年度の総医療給付費の見込みが、令和5年度から29億円増える見込みとなっています。また、後期高齢者医療保険の被保険者の増加に伴い	、後期高齢者への支援金が5,000万円ほど増える見込みです。また、歳入の面では、前期高齢者交付金が3.6億円ほど減となっています。この前期高齢者交付金ですが、これは65歳から74歳までの前期高齢者の加入率に応じて調整されるもので、概算ですが、この交付金が減額となっています。これにより、全体として、県に納める市町の納付金が県全体で25億、そのうち、佐賀市分としては約6.5億円増えているということになります。被保険者数は減る一方ですが、医療費については年々増加しています。コロナ禍での被保険者負担を緩和するため、県では、ここ数年、医療給付費の見込みを令和2年度の水準に据置きまして、その不足する額を、決算剰余金等を充てることで、税率の引上げを抑制してきたところです。しかしながら、本年度で剰余金もほぼ使い切る見通しとなったことから、医療給付費の見込みを現状に合わせた結果、予算ベースで29億円の増となったということです。続きまして資料4ページ、クリームの網かけ部分です。これが今回、県から佐賀市に示された標準保険税率です。上の現行税率とあるのが今現在の税率で、1番下にその差を記載しています。保険税の算出方法は、表に記載しているとおり、大きく三つの要素に分かれています。1番左側の部分が医療分です。これは、基本的に医療にかかるもので、被保険者が医療機関等を受診して発生した医療費のうち、自己負担分を除いて、保険者である佐賀市が医療機関に支払う負担分となります。真ん中の後期高齢者支援金分ですが、これは75歳以上の後期高齢者医療制度の財源として支払う負担金です。三つ目は、右側の介護納付金分です。これは介護保険制度の財源として支払う負担金です。40歳から64歳までの方、いわゆる2号被保険者は、加入している医療保険を通して、支払う仕組みとなっています。これらの３つの分類につきまして、それぞれ所得割、均等割、平等割の３つの方式で算定することとなります。所得割というのは、所得に掛ける税率のことで、所得が増えれば金額が大きくなります。均等割額は被保険者1人当たりにかかるもので、例えば3人家族ですと、表に記載している単価×3人分となります。平等割額は、1世帯ごとにかかるものになります。それぞれ所得割率を掛けたり、家族の人数を掛けたりしたものの合計が年間の保険税額となります。その下の表が、参考として、先ほどの改定案を、被保険者1人当たり、それから1世帯当たりで算出したものとなります。1人当たりで見ますと、表の左側が医療分と後期高齢者支援金分だけにかかる場合、これは40歳から65歳までの介護納付金の対象者がいないケースになりますが、現行税率と比較しますと、年間で2万1,053円、19.22％の増となります。そしてその右側が介護納付金分まで含む場合になります。介護分は、介護納付金の今示されている標準税率は上がっていますが、確定の段階では、現行並みとされる見通しとなっているため、この介護納付金分の増額は含めていません。したがって介護納付金まで含めた場合も、年間2万1,053円の増となっています。パーセントとしては15.19％の増です。また、右の表の1世帯当たりでも、それぞれ増となっています。このように今回の標準税率は、全体的に見て非常に高い上げ幅となっています。5ページは、参考の数値で、これは収入階層別にモデル世帯で見た場合です。表の右側の赤線で囲んだ部分は、全ての所得階層で負担増となっています。なお、賦課限度額に達する1,000万超の世帯は、限度額以上は課税されないということから0となっております。6ページでは、以上の状況を踏まえ、令和6年度の保険税の方向性についての案を2案記載しています。まず、A案は、国民健康保険には、国民健康保険基金というものがありまして、本年度末の残高が9,800万円ありますので、このうち8,000万円を投入して、可能な範囲で、医療分の所得割率の上げ幅を緩和するという案です。B案は、基金を活用せず、標準保険税率に準じた税率とする案です。8,000万、基金投入する効果としては、医療分の所得割率で12.6％が12.4％と0.2％下がり、1人当たりの賦課額は、1,300円ほど下がります。1世帯当たりの賦課額についても、2,034円の負担緩和となります。8,000万円を投入しても、若干の減少としかなりませんが、保険税率の上昇による被保険者の負担を、可能な範囲で最大限緩和するため、事務局としては、今のところ、A案の方法で対応したいと考えています。なお、標準税率ですが、これはあくまで現時点での標準税率です。1月に、確定の標準税率が県から改めて示されます。現時点における標準税率については、来年度の医療費の見込みを若干高めに見込んでいる部分もあり、今後の実績などを踏まえ、精査を行うということです。そのため、医療費の見込額が下がることが想定されます。そうなれば確定時の標準税率も今回示されたものから下がる可能性があります。ただし、今の段階で12.6％が何％になるかというところは、まだ分かりません。また、確定時の標準税率が、今回示された標準税率より下がったとしても、被保険者数の減少及び医療費の増を踏まえると、現行の税率よりも税率が上がることが想定されます。大幅な税率の上昇に対しては、激変緩和のため、基金を投入し、できるだけ負担増を抑制する方向で進めていきたいと考えています。なお、基金の投入によって、基金の残高が残り1,800万ほどになりますが、国保制度改革により、医療給付費が増加した場合でも、県から医療給付費分については全額給付されるため、基金を緊急の対応財源として保有する役割は低下しています。また、令和9年度に県内の保険税率を一本化する予定ですが、それ以降は基金の使い道が限られてくるため、今回、激変緩和で可能な限り投入しても、基金自体に問題はない状況だと考えています。今後、確定の保険税率が出た場合に、保険税率をどうするかを、事務局で検討した上で、次回、1月末から2月上旬に開催予定の次回の運営協議会で諮問という形で、審議をお願いします。7ページは、基金保有額の推移です。記載のとおり、今年度末の基金残高は9,800万円ほどです。先ほど示したA案は、この9,800万円のうち8,000万円を税率抑制のために投入したいというものです。8ページについては、参考として、この間の保険税率の推移を表にしています。左側の年度のところに（改定）と記載している年度は、税率の改定を行った年度です。保険税率の改定に関する説明は以上です。引き続き、Ⅱの令和6年度国保財政の主な動きについて、2点説明します。10ページですが、1点目は賦課限度額の引上げです。令和6年度から、後期分の賦課限度額を2万円引上げ、現在の22万円から24万円とする方針が国から示されています。医療分が65万、介護分17万円。それと、24万を合計すると、賦課限度額の合計は106万円となります。この引上げにより、高所得者層、限度額を超えていた世帯から約1,600万円の税収増となり、このことにより中間所得者層の負担軽減が図られることとなります。2点目については、産前産後期間の保険税の免除です。令和6年1月1日、今度の1月1日から、出産する被保険者分の産前産後期間の所得割額と均等割額保険税を軽減する制度が始まります。対象となる期間は、出産予定日の属する月の前月、多胎出産の場合には、3月前ですが、それから出産予定日の属する月の翌々月までとなっています。単体出産の場合は4月分、多胎出産の場合は6月分の減額となります。以上、協議事項Ⅰ、Ⅱの説明でした。

【会長】
ありがとうございました。ただいま協議事項Ⅰ、Ⅱについて説明がありました。今後税率改定の本算定が出た後に、最終的には答申という形になるということですが、今日の段階で質問等があれば。

【Ａ委員】
今回の資料について、正直、非常に驚きました。私も健康保険の運営の仕事に長く携わっていますが、この医療分のところの所得割率だけでも3％増、後期高齢者支援分の所得割率の増加分0.5％と合わせて3.5％です。それから均等割や平等割とも当然全て値段が上がるということで、保険料率の引上げとしては非常に大きい。事務局に伺いたいのは、今般の物価上昇の中で、収入はさして上がらないというところで、可処分所得が実質的に減っていく中、今回の改定が国保加入者の方の生活にどう影響を与えるのか想定してあるかを伺います。

【事務局】
所得割率が3％上昇すると、所得割額は3割ほど上がることになり、非常に大きな負担となります。3％税率を上げるというのは、被保険者の方の負担を考えたとき、非常に厳しい状況だと考えています。県は、来年度の県内全体の国保の医療給付費の見込みを715億円ほど想定していますが、今回、標準税率の段階ではかなり高めに見積もっています。これを、直近の11月の医療給付費等まで踏まえた上で見込みを立てる予定となっています。その結果、県から715億が少し下がるだろうというところは、聞いています。納付金額が下がることによって3％がどこまで下がるのかまだ分かりませんが、今はそこも期待しているところです。私共としましては、先ほどの基金を8,000万投入するというところ、それと所得の来年度の市としての見込みについても精査を重ね、実態に近いものとし、できるだけ税率の上昇を抑えたいと考えています。

【Ａ委員】
[bookmark: _GoBack]想定として、多少下がったとしても仮に2％だとしても、8ページですが、通常の改定というのはどの程度かというと過去10年遡って、恐らく平成29年から平成30年の改定で0.6％上がった、これが今までの最高ですが、0.6％が最高という中で、恐らく2％の上昇では、かなり苦しい状況になるのではないかと思います。例えば、他の保険者は料率をどのような感じで上げているかというと、一気に上げたりはしない。1％を超えるような場合は、例えば日本で最大の健康保険の保険者である協会けんぽが、2009年に4,800億の大幅赤字に陥りまして、その後8.2％から10％まで、今回より少ない1.8％ですが、これを上げるのに3年かけました。激変緩和に3年かけて徐々に上げたという過去があります。あくまで参考ですが、そう考えると、もしも2％を超える場合にどうするのかという想定が必要になるのではないかと思います。私ども被用者保険の立場ですので、今まで一般会計からの繰入れというのは一貫して反対してきたのですが、ただ今回これはほぼ非常事態に近いような上げ幅ですので、もしも、あくまで試算で現在これだけのものが出ているので、確定係数が出された後、税率が余り下がらなかったときは、例えば一般財源の繰入れによって激変を緩和するということは、考えているのでしょうか。

【事務局】
市として、この税率を抑える方策としましては、一般会計から繰入れる、あるいは県の基金がありますのでそこから借金をするというようなところぐらいしかありません。ただ、借金するとなっても、要は先延ばしになってしまうものですから、その先延ばしにしたときに、例えば、さらに税率を上げなければならない事態になった際に負担がより大きくなってしまうということも想定されます。一般会計の繰入れについては、国保制度の大前提として、公費と被保険者の保険税で賄うという原則がございまして、それを例外として、法律で定められた部分で一般会計から繰入れを行っているところです。赤字を補填するために、一般会計から繰り入れることについては、国から是正するよう方針が示されています。ただ委員がおっしゃられるとおり、今回示された次年度の税率が余りにも高い状況です。国民健康保険制度は国民皆保険制度の根幹となる部分ですので、そういったところも踏まえて慎重に検討させていただきたい。

【Ａ委員】
ありがとうございました。次回までにご検討いただければと思います。

【Ｂ委員】
佐賀県の20市町の中での現在の佐賀市の保険税率の順位と、令和9年度に県内で保険税率が統一されるということですが、今、保険税率が高ければ令和9年度に下がるのか、現在の保険税率と比較して統一後の佐賀市の国保税率がどうなるかをお聞きしたいです。

【事務局】
佐賀市の国保税ですが、１０市で言いますと、６、７番目ほどで、県内全体からするとちょうど真ん中ほどに位置する保険税となっております。統一化後の税率ですが、その税率の水準的なものがまだ県から示されておりませんので、今の段階で税率が上がるのか下がるのかは判断出来ない状況です。

【Ｂ委員】
20市町でいけば、中位にあるということですね。高位にあれば下がるのかなと思ったのですが。

【事務局】
佐賀市については急激な上昇はないのかなというふうに。

【Ｂ委員】
私のイメージでいけば高いところにあったので、９年度は下がればいいなという思いでこの質問したのですが。そういった状況にあるわけでもないということですね。

【事務局】
ただし、他の市町も税率は高い状況です。

【Ｃ委員】
保険税率がどうやって決まるか、この資料を見れば、県から示される納付金を支払うためには、税を徴収するということですよね。それで納付金の金額はどうやって決まるかというと、被保険者数、所得水準、医療費水準等から算定されていると書いてあるのですけれども、8ページの表を見て、これまでは今回のような大きな税率引上げはなかったわけですね。今回なぜそんなに急に上げなきゃいけない状況になったのか、その理由は何か教えていただきたい。

【事務局】
　被保険者数はどんどん減っているのですが、医療費は逆に上がっています。1人当たり医療費については、1人当たり48万円という数字が出ていまして、これはここ数年、毎年2万円ずつほど上がっている状況です。それで、この納付金の額ですが、今年度の場合、医療費実績は710億円程度が見込まれているところなのですが、県の当初の予算の推計としては、686億円ほどで見込んでいまして、現状において20数億ほど、差が出ています。差が出ている部分については、市町に負担させるということではなく、県の会計の剰余金などをつぎ込みまして、対応することとなりますが、県の剰余金も残り少なくなってきています。そのため、新年度については県が負担できる部分が見込めないというところから、結果として各市町の負担が増えてしまったということです。

【Ｃ委員】
要約していうと、これまでは、その県が負担することで、結果的に激変緩和となっていたものが、それがなくなってしまったので医療費などの現状が全部保険税率に反映されるようになってしまったという。

【事務局】
そうです。今回、県の負担が見込めず、フルで市町に負担増がきたということです。

【会長】
5ページの資料では、例えば1人世帯でも年収400万円ですと税額が9万5,000円あがり、3人世帯では10万円という引上げですから、今国会で議論されている減税とか給付金で、７万円、10万円だと言っている数字とちょうど合ってしまい、このままいけばその給付した分が全部ここにとられてしまうというような議論にすりかわってしまうのではないかという状況です。この部分の議論を踏まえまして、先ほどありましたとおり、来年度医療費の見込み715億の部分の再算定とあわせて税率の確定が1月に行われるということですので、その時点で、委員からもあったように、激減緩和した税率でいくのか、基金または一般会計で補填するのか、市で判断して、次回提案されるという理解でよろしいでしょうか。そういう理解を、今日の会議では共通理解として持っていただきたいと思います。

【Ｄ委員】
保険税を実際に割り振ったときに、どのくらいの回収というか、お金が入ってきているのかを大体のところでいいので教えていただければ。

【事務局】
　収納率としては令和4年度の実績値は96.7％、令和5年度は96.5％を見込んでいます。額としましては約50億円です。県内の収納率ですが、佐賀市は96.7％で10市の中では1番高い数値です。それ以外の9市は94％～96％台です。

【Ｄ委員】
ということは、収納の金額が少なくなっていますが、この場合にはどうなっているのですか。

【司会者】
保健税の収入を計算するときに、収納率100％というのは難しい数字ですので、例年の傾向から令和5年度は96.5％の収納率を見込んで計算をしています。したがって基本的には見込みの数字から大きく離れない限りは、収入が足りなくなるということはないようなつくりにしております。

【会長】
要するに予算を立てるときに、収納率を96.5％で見込んでいるということでしょう。

【Ｅ委員】
令和9年から佐賀県統一されるということですが、今佐賀県の剰余金等もなくなってきているということでした。結局、統一した場合、その先どうなるのでしょうか。今でも、健康保険税を結構払っていますが、来年度も税率が上がって、統一後になったらもうちょっと下がるのかと思ったら、そうではなく、基金等もなくなってきているということでしたので、それではどんな対策をされるのかなと。

【事務局】
令和9年度に県内20市町の国保税率を一本化ということになりますが、それに伴って今、健康保険の事務について標準化という作業をしています。今、各市町で給付の制度等が若干違っていますが、同じ税率にした場合はどこの市町にいても同じ給付サービスを受けられるようにするということです。一本化のメリットですが、一つにはスケールメリット、規模が大きくなることで、その財政的に運営しやすくなるという側面もございます。さらに被保険者数は、被用者保険に入りやすい状況、あるいは75歳以上の後期高齢者にどんどん移行していきますので、県内の被保険者数も減少が続いています。そうした状況を県内全部でカバーして同じ税率にし、財政的にも一体となって行うことで、国保制度を安定的に運用していくことなどもメリットといえるのではないかと考えています。

【Ｅ委員】
分母を大きくすることで安定化をはかる。一本化することによって運営を安定化していくのだろうと、理解はできるのですが、それでも不安ですね。

【事務局】
県全体で事務の平準化等を踏まえていく中で、当然ながら事務の効率化等も検討しており、そういった経費の削減によって国保の歳出を抑制するなど、安定的な財政運営をめざしていくという話もあります。

【Ｅ委員】
　ありがとうございます。もう一つ、被保険者数はどんどん減っているのに、医療費は年々上がっているということは、みんなが医療費を使っているからなのでしょうけど、何でそんなに使うのだろうなと思ってしまって。その理由について教えてください。

【事務局】
　全国的には国保の医療費総額は下がっています。ただ、佐賀県は上がっているという状況があります。なぜ佐賀県は医療費が高いのかと疑問に思われるのはもっともです。我々も、様々な資料を確認していますが、例えば県が出した資料によりますと、佐賀県全体の状況としまして、佐賀県の病床数が全国で７位にあるということ、それと病床の利用率が非常に高く、これは全国一ということです。全国平均が76.1％に対して佐賀県は82.3％ですね。あと、平均在院日数、どれだけ病院におられるかという日数ですけど、これも全国2位。受診率についても、入院の場合は全国７位、外来は２位。その反面、自宅の死亡割合、自宅で亡くなられる方の割合は全国42位という低い位置。これらが複合的に組み合わさって、また佐賀市は高齢化率が高いですから、そういったところで医療費が上がっているのではないかと分析をしています。医療費適正化については、県も医療費適正化計画というものを策定していますし、佐賀市の場合はデータヘルス計画、要は保健指導ですね、そういったところに力を入れて、脳梗塞、心疾患などを抑えることで医療費を抑制していく。そういった取組をしているところです。

Ⅲ　今後のスケジュール
【会長】
　それでは、今後のスケジュールということで、事務局から説明をお願いしたい。

【事務局】
　資料の12ページをごらんください。今現在この会議については、1番右側の列の真ん中に位置しております第2回国民健康保険事業の運営に関する協議会でございます。これは仮係数に基づきまして、県から標準税率が示されましたので、その途中経過を報告するための会議でございました。その後、左側の令和6年1月、ここで国から税率算定用の確定係数が示されまして、それをもとに県において、県内の最新の医療給付費の動向を見極めた上で、市町への納付金、標準保険税率を確定する予定となっております。その後、確定しました納付金、標準税率をもとに、市で改めて、税率の算出を行いまして、次回第3回の運営協議会で説明いたします。なお、第3回運営協議会につきましては、1月末から2月頭にかけて日程調整をさせていただきます。次回の運営協議会では、正式に諮問という形で御審議をお願いする予定です。その審議及び答申を踏まえまして、税率等の決定をさせていただき、3月議会で予算の審議と条例改正の議案を提案する予定でございます。今後のスケジュールの説明につきましては以上です。

【会長】
　それでは次回、第3回の協議会において、現行の高い税率をどうするかということを含めて審議をするというスケジュールとなっています。これで予定されていた協議事項は終了となります。それでは、これからの進行を事務局、お願いします。

５.閉会
【司会者】
　会長、どうもありがとうございました。また委員の皆様もありがとうございました。それでは以上をもちまして、令和5年度第2回佐賀市国民健康保険事業の運営に関する協議会を終了いたします。

1

